
○
環
境
省
令
第

号

大
気
汚
染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
大
気
汚
染
防
止

法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
十
七
条
の
三
、
第
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
十
七
条
の
五
第
二
項
及

び
第
十
七
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
、
第
十
七
条
の
六
第
一
項
、
第
十

七
条
の
十
一
、
第
二
十
三
条
第
二
項
並
び
に
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
大
気
汚
染

防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年

月

日

環
境
大
臣

小
池
百
合
子

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

厚

生

省

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

通
商
産
業
省

第
九
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
設
置
等
の
届
出
）

第
九
条
の
二

法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一
項
又
は
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様



式
第
二
の
二
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
七
条
の
四
第
二
項
（
法
第
十
七
条
の
五
第
二
項
及
び
第
十
七
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
の
方
法

二

揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
及
び
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
処
理
施
設
の
設
置
場
所

三

揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
及
び
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
処
理
に
係
る
操
業
の
系
統
の
概
要

四

排
出
ガ
ス
の
導
管
に
排
出
ガ
ス
の
測
定
箇
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
場
所

五

緊
急
連
絡
用
の
電
話
番
号
そ
の
他
緊
急
時
に
お
け
る
連
絡
方
法

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
設
置
等
の
届
出
に
係
る
受
理
書
）

第
九
条
の
三

都
道
府
県
知
事
又
は
令
第
十
三
条
に
規
定
す
る
市
の
長
は
、
法
第
十
七
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
の
五
第
一

項
又
は
第
十
七
条
の
六
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
様
式
第
二
の
三
に
よ
る
受
理
書
を
当
該
届
出
を
し
た
者
に
交

付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
第
十
一
条
（
法
」
の
下
に
「
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
及
び
」
を
加
え
る
。



第
十
二
条
中
「
第
十
二
条
第
三
項
（
法
」
の
下
に
「
第
十
七
条
の
十
二
第
二
項
及
び
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中
「
ば
い
煙
発
生
施
設
に
つ
い
て
の
法
の
規
定
」
の
下
に
「
、
二
以
上
の
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設

に
つ
い
て
の
法
の
規
定
」
を
、
「
当
該
二
以
上
の
ば
い
煙
発
生
施
設
」
の
下
に
「
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
」
を
、
「

令
別
表
第
一
」
の
下
に
「
、
令
別
表
第
一
の
二
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
の
二
第
一
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

二

様
式
第
二
の
二
（
別
紙
一
及
び
別
紙
二
を
含
む
。
）
に
よ
る
届
出
書

第
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
排
出
基
準
）

第
十
五
条
の
二

法
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
に
係
る
排
出
基
準
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
測
定
法

に
よ
り
測
定
さ
れ
た
揮
発
性
有
機
化
合
物
濃
度
が
、
排
出
ガ
ス
一
立
方
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
、
別
表
第
五
の
二
の
中
欄
に
掲
げ

る
施
設
の
種
類
ご
と
に
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
量
（
炭
素
数
が
一
の
揮
発
性
有
機
化
合
物
の
容
量
に

換
算
し
た
も
の
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。



（
揮
発
性
有
機
化
合
物
濃
度
の
測
定
）

第
十
五
条
の
三

法
第
十
七
条
の
十
一
の
規
定
に
よ
る
揮
発
性
有
機
化
合
物
濃
度
の
測
定
及
び
そ
の
結
果
の
記
録
は
、
次
の
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

揮
発
性
有
機
化
合
物
濃
度
の
測
定
は
、
環
境
大
臣
が
定
め
る
測
定
法
に
よ
り
、
年
二
回
以
上
（
一
年
間
に
つ
き
継
続
し

て
休
止
す
る
期
間
（
前
年
か
ら
引
き
続
き
休
止
し
、
か
つ
、
そ
の
期
間
の
う
ち
前
年
に
属
す
る
期
間
が
六
月
未
満
で
あ
る

場
合
は
、
当
該
前
年
に
属
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
六
月
以
上
の
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
に
係
る
測
定
に
つ
い
て

は
、
年
一
回
以
上
）
行
う
こ
と
。

二

前
号
の
測
定
の
結
果
は
、
測
定
の
年
月
日
及
び
時
刻
、
測
定
者
、
測
定
箇
所
、
測
定
法
並
び
に
揮
発
性
有
機
化
合
物
排

出
施
設
の
使
用
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
記
録
し
、
そ
の
記
録
を
三
年
間
保
存
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
ば
い
煙
排
出
者
」
の
下
に
「
又
は
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
者
」
を
、
「
ば
い
煙
発
生
施
設
」
の
下

に
「
又
は
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
ば
い
煙
排
出
者
」
の
下
に
「
又
は
揮
発

性
有
機
化
合
物
排
出
者
」
を
加
え
る
。

別
表
第
五
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。



別
表
第
五
の
二
（
第
十
五
条
の
二
関
係
）

一

令
別
表
第
一
の
二
の
一
の
項
に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

六
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

二

令
別
表
第
一
の
二
の
二
の
項
に
掲
げ
る
塗
装
施
設
の
う

四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ち
自
動
車
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律

第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車

を
い
う
。
）
の
製
造
の
用
に
供
す
る
も
の

三

令
別
表
第
一
の
二
の
二
の
項
に
掲
げ
る
塗
装
施
設
の
う

七
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ち
前
項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

四

令
別
表
第
一
の
二
の
三
の
項
に
掲
げ
る
乾
燥
施
設
の
う

一
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ち
木
材
又
は
木
製
品
（
家
具
を
含
む
。
）
の
製
造
の
用

に
供
す
る
も
の

五

令
別
表
第
一
の
二
の
三
の
項
に
掲
げ
る
乾
燥
施
設
の
う

六
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ち
前
項
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の



六

令
別
表
第
一
の
二
の
四
の
項
に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

一
、
四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

七

令
別
表
第
一
の
二
の
五
の
項
に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

一
、
四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八

令
別
表
第
一
の
二
の
六
の
項
に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

九

令
別
表
第
一
の
二
の
七
の
項
に
掲
げ
る
乾
燥
施
設

七
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

十

令
別
表
第
一
の
二
の
八
の
項
に
掲
げ
る
洗
浄
施
設

四
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

十
一

令
別
表
第
一
の
二
の
九
の
項
に
掲
げ
る
貯
蔵
タ
ン
ク

六
〇
、
〇
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

様
式
第
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



様式第２の２

揮発性有機化合物排出施設設置（使用、変更）届出書

年 月 日

都道府県知事
殿

市 長

氏名又は名称及び住所並びに
届出者 法人にあつてはその代表者の 印

氏名

大気汚染防止法第17条の４第１項（第17条の５第１項、第17条の６第１項）の規定に

より、揮発性有機化合物排出施設について、次のとおり届け出ます。

工 場 又 は 事 業 場 の 名 称 ※整 理 番 号

工 場 又 は 事 業 場 の 所 在 地 ※受理年月日 年 月 日

揮発性有機化合物排出施設の種類 ※施 設 番 号

揮 発 性 有 機 化 合 物 排 出 施 設 の ※審 査 結 果
別紙１のとおり。

構 造 及 び 使 用 の 方 法

※備 考
揮発性有機化合物の処理の方法 別紙２のとおり。

備考 １ 揮発性有機化合物排出施設の種類の欄には、大気汚染防止法施行令別表第

１の２に掲げる項番号及び名称を記載すること。

２ ※印の欄には、記載しないこと。

３ 変更届出の場合には、変更のある部分について、変更前及び変更後の内容

を対照させること。

４ 届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、

日本工業規格Ａ４とすること。

５ 氏名（法人にあつてはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代え

て、本人（法人にあつてはその代表者）が署名することができる。

６ 排出ガスを処理施設において処理していない場合には、別紙２の届出は必

要ない。



別紙１

揮発性有機化合物排出施設の構造及び使用の方法

工場又は事業場における施設番号

名 称 及 び 型 式

設 置 年 月 日 年 月 日 年 月 日

着 手 予 定 年 月 日 年 月 日 年 月 日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 年 月 日 年 月 日

送風機の送風能力（ｍ ／ｈ）3

規 排風機の排風能力（ｍ ／ｈ）3

揮発性有機化合物が空気に

模 接する面の面積（ｍ ）2

容 量（ｋｌ）

時～ 時 時～ 時１日の使用時間及び月使用日数等 時間/回 回/日 日/月 時間/回 回/日 日/月

排 出 ガ ス 量（Ｎｍ ／ｈ）3

使用する主な揮発性有機化合物の種類

揮 発 性 有 機 化 合 物 濃 度
（容量比ｐｐｍ（炭素換算））

参 考 事 項

備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届

出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年

月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。

２ 規模の欄には、大気汚染防止法施行令別表第１の２の中欄に掲げる施設の当

該下欄に規定する項目について記載すること。

３ 揮発性有機化合物排出施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図を添付

すること。

４ 排出ガス量は、湿りガスであつて、最大のものを記載すること。

５ 揮発性有機化合物排出施設が貯蔵タンクである場合には、排出ガス量の欄に

は記載しないこと。

６ 揮発性有機化合物濃度は、湿りガス中の濃度とすること。

７ 揮発性有機化合物濃度は、揮発性有機化合物の処理施設がある場合には、処

理後の濃度とすること。

８ 参考事項の欄には、揮発性有機化合物の排出状況に著しい変動のある施設に

ついての一工程中の排出量の変動の状況、揮発性有機化合物の排出の抑制のた

めに採つている方法（排出ガスを処理施設において処理しているものを除く。）

等を記載すること。



別紙２

揮発性有機化合物の処理の方法

揮発性有機化合物の処理施設の工場又

は事業場における施設番号

処理に係る揮発性有機化合物排出施設

の工場又は事業場における施設番号

揮発性有機化合物の処理施設の種類、

名称及び型式

設 置 年 月 日 年 月 日 年 月 日

着 手 予 定 年 月 日 年 月 日 年 月 日

使 用 開 始 予 定 年 月 日 年 月 日 年 月 日

排 出 ガ ス 量（Ｎｍ ／ｈ）3

処
処理前

理 揮発性有機化合物濃度

能 （容量比ｐｐｍ（炭素換算））
処理後

力

処 理 効 率 （ ％ ）

備考 １ 設置届出の場合には着手予定年月日及び使用開始予定年月日の欄に、使用届

出の場合には設置年月日の欄に、変更届出の場合には設置年月日、着手予定年

月日及び使用開始予定年月日の欄に、それぞれ記載すること。

２ 排出ガス量は、湿りガスであつて、最大のものを記載すること。

３ 揮発性有機化合物濃度は、湿りガス中の濃度とすること。

４ 揮発性有機化合物の処理施設の構造及びその主要寸法を記入した概要図を添

付すること。



様式第２の３

受 理 書

第 号

年 月 日

殿

都道府県知事
印

市 長

年 月 日次の届出書を受理しました。

大気汚染防止法第17条の４第１項（第17条の５第１項、第
届 出 の 根 拠

17条の６第１項）

揮発性有機化合物排出施設の設置（揮発性有機化合物排出

施設の使用、揮発性有機化合物排出施設の構造の変更、揮
届 出 の 内 容

発性有機化合物排出施設の使用の方法の変更、揮発性有機

化合物の処理の方法の変更）

届出に係る揮発性有機

化合物排出施設の種類

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。



様
式
第
四
中
「

1
1

」
の
下
に
「

1
7

1
2

」
を
加
え
る
。

第
条
（

第
条
の

第
２
項
及
び
様
式
第
五
中
「

」
の
下
に
「

」
を
、
「

1
1

」
の
下
に
「

1
7

ば
い
煙
発
生
施
設
（

揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
、

第
条
（

第

1
2

」
を
加
え
る
。

条
の

第
２
項
及
び

様
式
第
六
中
「

」
の
下
に
「

」
を
、
「

1
2

」
の
下
に

ば
い
煙
発
生
施
設
（

揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
、

第
条
第
３
項
（

「

1
7

1
2

」
を
加
え
る
。

第
条
の

第
２
項
及
び

様
式
第
八
中
「

」
の
下
に
「

」
を
、
「

に
設
置
し
て
い
る
者

、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
を
設
置
し
て
い
る
者

事
故
の

」
の
下
に
「

」
を
、
「

」
の
下
に
「

状
況

、
揮
発
性
有
機
化
合
物
排
出
施
設
の
状
況

ば
い
煙
処
理
施
設
、
特
定
施
設

、
揮
発
性

」
を
加
え
る
。

有
機
化
合
物
排
出
施
設

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
別
表
第
五
の
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
（
設
置
の
工
事
が
着
手

さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
は
適
用
し
な
い
。



３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
別
表
第
五
の
二
の
二
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
（
設
置
の
工

事
が
着
手
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
揮
発
性
有
機

化
合
物
の
量
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
当
分
の
間
、
七
〇
〇
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

４

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
別
表
第
五
の
二
の
十
一
の
項
の
中
欄
に
掲
げ
る
施
設
（
設
置
の

工
事
が
着
手
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
二
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
当

分
の
間
、
容
量
が
二
、
〇
〇
〇
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
適
用
す
る
。


